
規 則

�愛媛県規則第３２号
愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則（昭和４５年愛媛県規則第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（特別徴収金の徴収に係る土地の指定面積）

第３条 条例第４条第４項に規定する知事の指定する面積は、次に

掲げるものとする。

� 前条第１項第１号から第３号までに掲げる事業（土地改良法

（特別徴収金の徴収に係る土地の指定面積）

第３条 条例第４条第４項に規定する知事の指定する面積は、次に

掲げるものとする。

� 前条第１項第１号から第３号までに掲げる事業
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告 示

�������
�愛媛県告示第５４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第５４５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により行う

県営土地改良事業を除く。）で同一事業主体が一連の事業計画

の下に行うものにあつては、１０アール未満

� 省略

（特別徴収金の徴収の免除）

第４条 条例第４条第４項に規定する知事が特別徴収金の納付の必

要がないものとして承認する場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。

� 省略

� 第２条第１項第２号及び第３号に掲げる事業（土地改良法第

８７条の３第１項の規定により行う県営土地改良事業を除く。）

にあつては、地区内農業者の生活上若しくは農業経営上必要で

欠くことのできない業務に従事する者、農業協同組合、農事組

合法人、土地改良区、市町、その他の地方公共団体又は国の施

設の用に供する場合及び地区内農業者の農業経営上必要な施設

の用に供する場合（前号に該当する場合を除く。）

� 省略

で同一事業主体が一連の事業計画

の下に行うものにあつては、１０アール未満

� 省略

（特別徴収金の徴収の免除）

第４条 条例第４条第４項に規定する知事が特別徴収金の納付の必

要がないものとして承認する場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。

� 省略

� 第２条第１項第２号及び第３号に掲げる事業

にあつては、地区内農業者の生活上若しくは農業経営上必要で

欠くことのできない業務に従事する者、農業協同組合、農事組

合法人、土地改良区、市町、その他の地方公共団体又は国の施

設の用に供する場合及び地区内農業者の農業経営上必要な施設

の用に供する場合（前号に該当する場合を除く。）

� 省略

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

県税オンラインシステム改
元対応改修業務

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成３０年５月１５日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市味酒町一丁
目３番地

７７，８６８，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

宇 都 宮 内 科 西予市野村町野村１１号４２
８番地 平成３０年４月１日

隻 手 薬 師 石 川 眼 科 東温市田窪１４９５番地１ 平成３０年４月１日

狩 江 あ じ き 医 院 西予市明浜町狩浜２番耕
地１３２１番地第４ 平成３０年４月１日

フロンティア薬局大洲中央
店

大洲市田口甲８６番地１
大洲中央ビル１０３号 平成３０年５月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

武 村 敬 治 西参道整骨院 四国中央市三島中央二丁
目１２－１４

平成３０年
３月３０日

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

中 尾 医 院 南宇和郡愛南町城辺甲２２
３１ 平成３０年２月２４日

星 島 整 形 外 科 医 院 新居浜市庄内町四丁目１
番５７号 平成３０年４月１日

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号

４１０
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�愛媛県告示第５４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５２号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

大 畑 皮 膚 科 宇和島市和霊元町一丁目
２番８号 平成３０年１月１５日

宇 都 宮 内 科 西予市野村町野村１１号４２
８番地 平成３０年３月３１日

隻 手 薬 師 石 川 眼 科 東温市田窪１４９５番地１ 平成３０年３月３１日

きどおか外科・胃腸科 大洲市長浜甲４４３番地１ 平成３０年３月３１日

清 家 産 婦 人 科 医 院 大洲市東大洲８８－３ 平成３０年３月３１日

西予市国民健康保険狩江診
療所

西予市明浜町狩浜２番耕
地１３２１番地第４ 平成３０年３月３１日

西予市国民健康保険高山歯
科診療所

西予市明浜町高山甲３６５６
番地 平成３０年３月３１日

西予市国民健康保険俵津歯
科診療所

西予市明浜町俵津３番耕
地２２８番地 平成３０年３月３１日

中 尾 医 院 南宇和郡愛南町城辺甲２２
３１ 平成３０年３月３１日

フロンティア薬局宇和れん
げ店

西予市宇和町永長１２５番
地１ 平成３０年３月３１日

森 歯 科 医 院 西条市大町１４９４－１ 平成３０年３月３１日

山 下 医 院 西宇和郡伊方町三崎１４０６ 平成３０年３月３１日

上島町魚島国民健康保険診
療所

越智郡上島町魚島一番耕
地１３６２番地１ 平成３０年４月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 蝶野 新居浜市北新町１番１号 さくら薬局今治店 今治市共栄町二丁目２―１ 平成３０年４月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社 蝶野 新居浜市北新町１番１号 さくら薬局今治店 今治市共栄町二丁目２―１ 平成３０年４月１日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人沖縄徳
洲会宇和島徳洲
会病院

宇和島市住吉町２丁目６
番２４号

医療法人沖縄徳
洲会

平成３３年
５月２０日
まで

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号

４１１
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�愛媛県告示第５５４号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
増穂生産組合

愛媛県宇和島市津島
町増穂丙４７２番地１

愛媛県宇和島市津島
町増穂丙１１５３番１ ３，８３４

岡 本 耕 明 愛媛県西予市宇和町
山田１８３９番地

愛媛県西予市宇和町
山田５９８番１ほか５
筆

２５，２６１

２ 申請年月日

平成３０年５月１４日

�������
�愛媛県告示第５５５号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

宇和島市野川字滑床山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

道路用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

宇和島市野川字滑床山（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

公衆の保健

� 解除の理由

道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び宇和島市役所

に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５５６号
保安林の指定施業要件の変更（平成３０年４月愛媛県告示第４００号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を西条

市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示す

る。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

西条市大保木字平野丙５０
の５

西条市大保木９号７２

伊 藤 俊 雄
森林所有者

西条市大保木字恵己５４ 〃 〃

西条市大保木字恵己５５
西条市大保木９号７２

伊 藤 晴
〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ＤＣＭダイキ周桑店 西条市周布７５０番地
１外 駐車場の収容台数 ３００台 ２４８台 平成３１年

１月１２日
平成３０年
５月１１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号
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�愛媛県告示第５５７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県西条保健所及び西条市役所において告示の日から

３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年５月２５日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社志賀商店

西条市今在家９２１番地

代表取締役 原 真知

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社志賀商店

西条市今在家９２１番地

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第１７

号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量並びに用水及び

排水の系統

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 処理施設（Ｂ）

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

� �１工場排水口

� �２工場排水口
変更なし

� �５浄化槽排水口

�愛媛県告示第５５８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成３０年５月２５日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
７５５
最大
９４０

通常
７５５
最大
９４０

通常
７５７
最大
９４４

通常
７５７
最大
９４４

項 目 変 更 前 変 更 後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７５５

最大 ９４０

通常 ７５７

最大 ９４４

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

廃止
窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ４

備考 この他に雨水排水口が２箇所ある。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第８６０１号 平成２７年
１月５日 新居浜商会 臼杵 行雄 新居浜市江口町１８－４８ 平成３０年

４月５日 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（般－２８）第１７８４４号 平成２９年
１月１７日 ガステック� �次米 豊 西条市周布１０７０－２ 平成３０年

４月１０日 管工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１６５９３号 平成２６年
１１月２０日 泉建築 泉 和義 西条市樋之口４３－３ 平成３０年

４月２３日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号
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選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第５６２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

宇和海地区土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（維持管理）の施行を平成３０年５月１７日認可した。

平成３０年５月２５日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県選挙管理委員会告示第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成３０年５月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７５，５５０

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，５１１

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

�愛媛県告示第５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６３号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年５月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３０中局建（開）第４号

平成３０年５月１５日
伊予郡松前町大字中川原字広末６６９番１、６６９番６

松山市南梅本町８番地
ジュネスＫＵＢＯＴＡ Ⅰ６０２号
� 本 幸 司
� 本 真 裕 香

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上尾峠�万線

上浮穴郡�万高原町二名甲４２３１番１地先から

同町二名甲４２３４番地先まで
旧 ３．６～９．３ ０．１００

上浮穴郡�万高原町二名甲４２３１番３から

同町二名甲４２３４番地先まで
新 ７．２～１３．４ ０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上尾峠�万線
上浮穴郡�万高原町二名甲４２３１番３から

同町二名甲４２３４番地先まで
平成３０年５月２５日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

交通管制センター、サブセンター等
設備保守業務の委託

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成３０年３月２９日

住友電工システムソリ
ューション株式会社大
阪支社
大阪府大阪市西区土佐
堀二丁目２番４号

５６，７００，０００円 一般競争入札 平成３０年２月１６日

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号
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得た数 ２４６，９４４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
平成２９年１０月２２日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成３０年５月２５日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２９年１０月２２日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

愛媛県第１区 ２４，９１６，２００円

愛媛県第２区 ２５，１７２，９００円

愛媛県第３区 ２３，１３６，２００円

愛媛県第４区 ２３，０６４，７００円

３ 報告書の要旨

� 愛媛県第１区

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４３，９４０ １４，６４７

南 宇 和 郡 １９，４２３ ６，４７５

松山市・上浮穴郡 ４３８，４６５ １３９，７４５

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４１，９２５ ４７，３０９

宇和島市・北宇和郡 ７９，３３１ ２６，４４４

八幡浜市・西宇和郡 ３８，６６０ １２，８８７

新 居 浜 市 １００，９６３ ３３，６５５

西 条 市 ９２，３９９ ３０，８００

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５２，１７３ １７，３９１

伊 予 市 ３１，６７９ １０，５６０

四 国 中 央 市 ７４，７４７ ２４，９１６

西 予 市 ３３，６４７ １１，２１６

東 温 市 ２８，１９８ ９，４００

候 補 者 氏 名 石 本 憲 一 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２９年１０月８日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月８日まで

出納責任者氏名 植 木 正 勝

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２４，０００ （ ０ ）

日本共産党中予地区委員会 １８，４８０円 選挙事務所費 ２４，０００ （ ０ ）

日本共産党愛媛県委員会 １２，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 ５６９，２５０ （ ０ ）

広告費 ６５，８８０ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ３０，４８０ 今 回 計 ６５９，１３０ （ ０ ）

総 計 ３０，４８０ 総 計 ６５９，１３０ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １９２，５００円

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号
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ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ３７６，７５０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ２７，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ３２，４００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ６２８，６５０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 塩 崎 恭 � 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２９年９月２８日から 第１回分

期 間
平成２９年１２月１２日まで 第２回分

出納責任者氏名 小 泉 泰 方

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２９２，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５，３３２，１１４ （ ０ ）

自由民主党 １５，０００，０００円 選挙事務所費 ４，７１９，９７０ （ ０ ）

日本医師連盟 １，０００，０００ 集合会場費 ６１２，１４４ （ ０ ）

日本商工連盟 １００，０００ 通信費 ３，０４２，５４９ （ ０ ）

大阪土地家屋調査士政治連盟 ５０，０００ 交通費 ６６５，８３６ （ ０ ）

四国税理士政治連盟愛媛県支部 ５００，０００ 印刷費 １，８１６，５９４ （ ０ ）

日本精神科病院政治連盟 ２，０００，０００ 広告費 ２，４３３，３７２ （ ０ ）

愛媛県珠算普及政治連盟 ３０，０００ 文具費 １２３，６１８ （ ０ ）

愛媛県中小企業政治協議会 ３０，０００ 食糧費 ４３５，３３２ （ ０ ）

全国珠算教育普及政治連盟 ２０，０００ 休泊費 ０ （ ０ ）

全国中小企業政治協会 ７０，０００ 雑 費 ２８２，６６０ （ ０ ）

全国旅館政治連盟 ２００，０００

日本弁護士政治連盟 １００，０００

愛媛県医師連盟 １，１００，０００

愛媛県社会保険労務士政治連盟 １００，０００

全国美容政治連盟 ５００，０００

日本公認会計士政治連盟 １，０００，０００

日本小児科医連盟 ３０，０００

松山市医師連盟 １，０００，０００

愛媛県農政同志会 １５０，０００

全国公衆浴場業政治連盟 ２００，０００

全国商店街政治連盟 ５０，０００

全国土地家屋調査士政治連盟 １００，０００

全日本不動産政治連盟 ２００，０００

愛媛県歯科医師連盟 ３００，０００

全国美術商懇話会 ２００，０００

全国社会保険労務士政治連盟 ３００，０００
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日本薬業政治連盟 ５００，０００

日本酪農政治連盟 １００，０００

全国理容政治連盟中央会 ２００，０００

日本薬剤師連盟 ５００，０００

日本歯科医師連盟 ５００，０００

豊 田 剛 会 社 員 ５０，０００

その他の寄附 ０件 ０

その他の収入 ０

今 回 計 ２６，１８０，０００ 今 回 計 １５，４２４，０７５ （ ０ ）

総 計 ２６，１８０，０００ 総 計 １５，４２４，０７５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 １６２，０００円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ５９６，１６０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６４，７４２円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ７９，４５０円

計 １，６８６，４１０円

報告書受理年 月 日
平成２９年１１月２日

平成２９年１２月１９日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 富 永 喜 代 候補者届出政党 希 望 の 党
平成２９年９月２５日から 第１回分

期 間
平成２９年１２月１０日まで 第２回分

出納責任者氏名 林 英 郎

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，０７５，８００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２，８９６，２２４ （ ０ ）

０円 選挙事務所費 ２，８３２，５４７ （ ０ ）

集合会場費 ６３，６７７ （ ０ ）

通信費 ７８，０６８ （ ０ ）

交通費 １０７，４０４ （ ０ ）

印刷費 ２，０７３，５５６ （ ０ ）

広告費 １，１４５，６２５ （ ０ ）

文具費 ２５，６３７ （ ０ ）

食糧費 ２９９，３０５ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２２２，４２８ （ ０ ）

その他の収入 ７，０００，０００ 雑 費 ５５１，２１２ （ ０ ）
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今 回 計 ７，０００，０００ 今 回 計 ８，４７５，２５９ （ ０ ）

総 計 ７，０００，０００ 総 計 ８，４７５，２５９ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６９，８５０円

ビラの作成 ４７５，４００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１４４，７０６円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６４，７４２円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，１８０円

計 ２，４６０，８４６円

報告書受理年 月 日
平成２９年１１月６日

平成２９年１２月１１日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

� 愛媛県第２区

候 補 者 氏 名 一 色 一 正 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２９年１０月８日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月８日まで

出納責任者氏名 中 尾 暁 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２４，０００ （ ０ ）

日本共産党東予地区委員会 ６２１，１４０円 選挙事務所費 ２４，０００ （ ０ ）

高 市 成 方 無 職 １２，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 ５５１，９００ （ ０ ）

広告費 ５７，２４０ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ６３３，１４０ 今 回 計 ６３３，１４０ （ ０ ）

総 計 ６３３，１４０ 総 計 ６３３，１４０ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円
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支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 西 岡 新 候補者届出政党 日本維新の会
平成２９年１０月７日から

期 間 第１回分
平成２９年１１月８日まで

出納責任者氏名 安 永 副 美

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ３３２，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３５，２００ （ ０ ）

安 永 副 美 会 社 員 ３００，０００円 選挙事務所費 ３５，２００ （ ０ ）

沼 崎 守 文 神 職 ３０，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 １７，４００ （ ０ ）

印刷費 １，９３９，０００ （ ０ ）

広告費 １，１８１，２２５ （ ０ ）

文具費 ４５，７３９ （ ０ ）

食糧費 ４７，３０５ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ９５３，４８９ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 １，２８３，４８９ 今 回 計 ３，５９７，８６９ （ ０ ）

総 計 １，２８３，４８９ 総 計 ３，５９７，８６９ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６６，０００円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ９８７，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６４，７００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，６００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，５００円

計 ２，２９９，８００円
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報告書受理年 月 日 平成２９年１１月９日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 村 上 誠一郎 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２９年９月２８日から 第１回分

期 間 第２回分
平成２９年１２月２１日まで 第３回分

出納責任者氏名 矢 野 靖 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２２７，１００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １，１９１，７４４ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第二選挙区支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 １，１９１，７４４ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ６８，４９６ （ ０ ）

交通費 ５１，４７０ （ ０ ）

印刷費 １，９１１，２１８ （ ０ ）

広告費 １，１４５，８６３ （ ０ ）

文具費 １７５，０７２ （ ０ ）

食糧費 １１１，８６２ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 １７９，５００ （ ０ ）

その他の収入 ３，０００，０００ 雑 費 ７９１，７１５ （ ０ ）

今 回 計 ８，０００，０００ 今 回 計 ６，８５４，０４０ （ ０ ）

総 計 ８，０００，０００ 総 計 ６，８５４，０４０ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６９，８５０円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１６５，３６８円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２９，４８４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，６２５円

計 ２，６４７，２９５円

報告書受理年 月 日

平成２９年１１月６日

平成２９年１２月１日

平成２９年１２月２７日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

第 ３ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 横 山 博 幸 候補者届出政党 希 望 の 党
平成２９年１０月１日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月３０日まで

出納責任者氏名 倉 本 恭 子
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収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，０５３，６００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ３５９，２００ （ ０ ）

０円 選挙事務所費 ３５９，２００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １，２８０ （ ０ ）

交通費 １０８，７２８ （ ０ ）

印刷費 １，９０４，０００ （ ０ ）

広告費 ７３７，１１１ （ ０ ）

文具費 ９７２ （ ０ ）

食糧費 ２７，１５８ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 １，５６２，３３１ 雑 費 ３，４８２ （ ０ ）

今 回 計 １，５６２，３３１ 今 回 計 ４，１９５，５３１ （ ０ ）

総 計 １，５６２，３３１ 総 計 ４，１９５，５３１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６９，５００円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，１５２，２００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ３２９，４００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，６００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，５００円

計 ２，６３３，２００円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月２日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第３区

候 補 者 氏 名 國 田 睦 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２９年１０月８日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月８日まで

出納責任者氏名 山 地 美 知 一

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １２，０００ （ ０ ）

日本共産党東予地区委員会 ６６３，６２０円 選挙事務所費 １２，０００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 １，７００ （ ０ ）

印刷費 ５５３，５４０ （ ０ ）

広告費 ９８，２８０ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

愛 媛 県 報平成３０年５月２５日 第２９７８号

４２１



食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ６６３，６２０ 今 回 計 ６６３，６２０ （ ０ ）

総 計 ６６３，６２０ 総 計 ６６３，６２０ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 白 石 寛 樹 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２９年８月２２日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月２１日まで

出納責任者氏名 篠 原 敦 史

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，３４７，１００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２，４４０，４５３ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第三選挙区支部 ８，０００，０００円 選挙事務所費 ２，４４０，４５３ （ ０ ）

伊 藤 敦 夫 会 社 員 １２０，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

兵 頭 直 樹 会 社 員 １２０，０００ 通信費 ０ （ ０ ）

貞 弘 和 孝 会 社 員 １２０，０００ 交通費 ９７，４３９ （ ０ ）

野 田 良 将 会 社 員 １２０，０００ 印刷費 １，６８５，６００ （ ０ ）

尾 松 真 実 会 社 員 １２０，０００ 広告費 ５５５，４６１ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 １０７，８５０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 １８，４１２ （ ０ ）

今 回 計 ８，６００，０００ 今 回 計 ７，２５２，３１５ （ ０ ）

総 計 ８，６００，０００ 総 計 ７，２５２，３１５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６２，５００円

ビラの作成 ４７６，０００円
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支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ９４５，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，２３８，９６１円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 白 石 洋 一 候補者届出政党 希 望 の 党
平成２９年９月１日から 第１回分

期 間 第２回分
平成２９年１２月１３日まで 第３回分

出納責任者氏名 叶 谷 信 之

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，６７１，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ８５８，６１６ （ ０ ）

民進党愛媛県第３区総支部 ５，０００，０００円 選挙事務所費 ８４６，８１６ （ ０ ）

民進党本部 ５，０００，０００ 集合会場費 １１，８００ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ３５２，９５０ （ ０ ）

印刷費 ９３０，０００ （ ０ ）

広告費 ２，５３６，１７０ （ ０ ）

文具費 ２３１，５４７ （ ０ ）

食糧費 ３１９，８９６ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 １１９，４９０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ２，３７６ （ ０ ）

今 回 計 １０，０００，０００ 今 回 計 ７，０２２，０４５ （ ０ ）

総 計 １０，０００，０００ 総 計 ７，０２２，０４５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２３４，５００円

ビラの作成 ４１３，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ５１７，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １５０，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ７５，０００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，１８０円

計 １，５８７，６８０円
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報告書受理年 月 日

平成２９年１１月６日

平成２９年１１月１９日

平成２９年１２月１９日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分

第 ３ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 森 田 浩 二 所 属 党 派 本 人 届 出
平成２９年８月２５日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月２８日まで

出納責任者氏名 山 本 仁 美

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １０２，２３０ （ ０ ）

幸福実現党新居浜後援会 ６６８，９７９円 選挙事務所費 １０２，２３０ （ ０ ）

上 原 正 照 開 業 医 １，５００，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

安 封 昴 雄 自 営 業 ２００，０００ 通信費 ０ （ ０ ）

高 橋 美 恵 公 務 員 １，０００，０００ 交通費 ０ （ ０ ）

坂 本 隆 一 建 設 業 １，０００，０００ 印刷費 ９８７，４９０ （ ０ ）

三 木 菜美子 医 師 １００，０００ 広告費 ７２，３８９ （ ０ ）

岡 周 平 自 営 業 １５，０００ 文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ６０，３２２ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 １３，３５３ （ ０ ）

今 回 計 ４，４８３，９７９ 今 回 計 １，２３５，７８４ （ ０ ）

総 計 ４，４８３，９７９ 総 計 １，２３５，７８４ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

� 愛媛県第４区

候 補 者 氏 名 桜 内 文 城 候補者届出政党 希 望 の 党
平成２９年９月２９日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月２７日まで

出納責任者氏名 土 居 通 興
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収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，２４５，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １５６，１４８ （ ０ ）

大功会 ７，０５３，５４８円 選挙事務所費 ５３，５４８ （ ０ ）

日本公認会計士政治連盟 １，０００，０００ 集合会場費 １０２，６００ （ ０ ）

中 山 恭 子 参議院議員 １，０００，０００ 通信費 ０ （ ０ ）

本 郷 孔 洋 公認会計士 ２００，０００ 交通費 ０ （ ０ ）

菅 原 正 明 公認会計士 ３００，０００ 印刷費 １，９５７，５０８ （ ０ ）

広告費 ５７１，３３５ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ５９，２１０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２３１，２５０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ８，７６２ （ ０ ）

今 回 計 ９，５５３，５４８ 今 回 計 ４，２２９，２１３ （ ０ ）

総 計 ９，５５３，５４８ 総 計 ４，２２９，２１３ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６９，８５０円

ビラの作成 ４７６，０００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，２１１，６５８円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６４，７４２円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，６２５円

計 ２，５２８，８４３円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 西 井 直 人 候補者届出政党 日 本 共 産 党
平成２９年１０月６日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月３０日まで

出納責任者氏名 山 本 弘 志

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １００，０００ （ ０ ）

日本共産党南予地区委員会 ４，０７５，８６５円 選挙事務所費 １００，０００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ２６，７００ （ ０ ）

印刷費 ５３１，８００ （ ０ ）

広告費 ２７２，８００ （ ０ ）

文具費 １６，４９１ （ ０ ）
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食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ７，９９４ （ ０ ）

今 回 計 ４，０７５，８６５ 今 回 計 １，０７５，８６５ （ ０ ）

総 計 ４，０７５，８６５ 総 計 １，０７５，８６５ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 山 本 公 一 候補者届出政党 自 由 民 主 党
平成２９年９月２９日から

期 間 第１回分
平成２９年１１月６日まで

出納責任者氏名 新 津 昌 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １，７１７，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２２８，１８０ （ ０ ）

自由民主党愛媛県第四選挙区支部 ６，５００，０００円 選挙事務所費 ７５，２４０ （ ０ ）

集合会場費 １５２，９４０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ７３，６９０ （ ０ ）

印刷費 １，９６０，９０２ （ ０ ）

広告費 １，５５５，６０４ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ３６６，４０７ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ５１６，４００ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ４９，５０８ （ ０ ）

今 回 計 ６，５００，０００ 今 回 計 ６，４６７，６９１ （ ０ ）

総 計 ６，５００，０００ 総 計 ６，４６７，６９１ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ２６９，８５０円

ビラの作成 ４７６，０００円
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成３０年５月２５日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

１ 入札に付する事項

� 件名

ＰＥＴ－ＣＴシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

ＰＥＴ－ＣＴシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成３１年３月１日から平成３７年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県立中央病院

（愛媛県松山市春日町８３番地）

� 設置完了日

平成３１年２月２８日（木）

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成３０年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当する者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://www.pref.ehime.jp/h40180/e―bid―nyuusatsu/

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成３０年６月２９日（金）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成３０年７月１１日（水）か

ら平成３０年７月１２日（木）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、７月１２日は午

後５時１５分まで））。

紙入札による場合は、平成３０年７月１２日（木）午後５時１５分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成３０年７月１３日（金）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，２１５，０５２円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６４，７４２円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０７，９６８円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９８，６２５円

計 ２，５３２，２３７円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月６日 第 １ 回 報 告 分
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第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成３０年６月２９日（金）午後５時００分までに提出しなければ

ならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Positron

Emission Tomography―Computed Tomography System，１ set

	 Time limit of tender：５：１５ p．m．，１２ July２０１８

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４
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